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○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
抄
）

第
十
条

指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
は
、
貯
蔵
所
（
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
お
い
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」

と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
で
こ
れ
を
貯
蔵
し
、
又
は
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
以
外
の
場
所
で
こ
れ
を
取
り
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
所
轄
消
防
長
又
は
消
防
署
長
の
承
認
を
受
け
て
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
、
十
日
以
内
の
期
間
、
仮
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
名
（
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
品
名
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
数
量
を
異
に
す
る
二
以
上
の
危
険
物
を
同
一
の
場
所
で
貯
蔵
し

、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
物
の
数
量
を
当
該
危
険
物
の
指
定
数
量
で
除
し
、
そ
の
商
の
和
が
一
以
上
と
な
る

と
き
は
、
当
該
場
所
は
、
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

③

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
す
る
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
十
六
条
の
四

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
総
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
政
令
又
は
総
務
省
令
で
、
そ
の
制
定

又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
（
抄
）

（
取
扱
所
の
区
分
）

第
三
条

法
第
十
条
の
取
扱
所
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

一

給
油
設
備
に
よ
つ
て
自
動
車
等
の
燃
料
タ
ン
ク
に
直
接
給
油
す
る
た
め
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
（
当
該
取
扱
所
に
お
い
て
併
せ
て
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器

に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
容
量
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
タ
ン
ク
（
容
量
二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
部
を
二
千
リ
ッ
ト
ル

以
下
ご
と
に
仕
切
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
注
入
す
る
た
め
固
定
し
た
注
油
設
備
に
よ
つ
て
危
険
物
を
取
り
扱
う
取
扱
所
を
含
む
。
以
下
「
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。

）
二
～
四

（
略
）

（
屋
内
貯
蔵
所
の
基
準
）

第
十
条

屋
内
貯
蔵
所
（
次
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

屋
内
貯
蔵
所
の
位
置
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
製
造
所
の
位
置
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
築
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貯
蔵
倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
周
囲
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に

定
め
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
屋
内
貯
蔵
所
を
隣
接
し
て
設
置
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
空
地
の
幅
を

減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

区

分

空
地
の
幅

当
該
建
築
物
の
壁
、
柱
及
び
床
が
耐
火
構
造
で
あ

上
欄
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

る
場
合

指
定
数
量
の
倍
数
が
五
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所

〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
倍
数
が
五
を
超
え
十
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所

一
メ
ー
ト
ル
以
上

一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
倍
数
が
十
を
超
え
二
十
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所

二
メ
ー
ト
ル
以
上

三
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
倍
数
が
二
十
を
超
え
五
十
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所

三
メ
ー
ト
ル
以
上

五
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
倍
数
が
五
十
を
超
え
二
百
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所

五
メ
ー
ト
ル
以
上

十
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
倍
数
が
二
百
を
超
え
る
屋
内
貯
蔵
所

十
メ
ー
ト
ル
以
上

十
五
メ
ー
ト
ル
以
上

三

屋
内
貯
蔵
所
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
見
や
す
い
箇
所
に
屋
内
貯
蔵
所
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
及
び
防
火
に
関
し
必
要
な
事
項
を
掲
示
し

た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

三
の
二

貯
蔵
倉
庫
は
、
独
立
し
た
専
用
の
建
築
物
と
す
る
こ
と
。
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四

貯
蔵
倉
庫
は
、
地
盤
面
か
ら
軒
ま
で
の
高
さ
（
以
下
「
軒
高
」
と
い
う
。
）
が
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
平
家
建
と
し
、
か
つ
、
そ
の
床
を
地
盤
面
以
上
に
設
け
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の
み
の
貯
蔵
倉
庫
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
軒
高
を
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

一
の
貯
蔵
倉
庫
の
床
面
積
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

六

貯
蔵
倉
庫
は
、
壁
、
柱
及
び
床
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
は
り
を
不
燃
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
を
出
入
口
以
外
の
開
口
部
を
有
し

な
い
壁
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
数
量
の
十
倍
以
下
の
危
険
物
の
貯
蔵
倉
庫
又
は
第
二
類
若
し
く
は
第
四
類
の
危
険
物
（
引
火
性
固
体
及
び
引
火
点
が
七
十
度
未

満
の
第
四
類
の
危
険
物
を
除
く
。
）
の
み
の
貯
蔵
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
な
い
外
壁
、
柱
及
び
床
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

貯
蔵
倉
庫
は
、
屋
根
を
不
燃
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
金
属
板
そ
の
他
の
軽
量
な
不
燃
材
料
で
ふ
き
、
か
つ
、
天
井
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
類
の
危
険

物
（
粉
状
の
も
の
及
び
引
火
性
固
体
を
除
く
。
）
の
み
の
貯
蔵
倉
庫
に
あ
つ
て
は
屋
根
を
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
五
類
の
危
険
物
の
み
の
貯
蔵
倉
庫
に
あ

つ
て
は
当
該
貯
蔵
倉
庫
内
の
温
度
を
適
温
に
保
つ
た
め
、
難
燃
性
の
材
料
又
は
不
燃
材
料
で
造
つ
た
天
井
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

貯
蔵
倉
庫
の
窓
及
び
出
入
口
に
は
、
防
火
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
に
設
け
る
出
入
口
に
は
、
随
時
開
け
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉

鎖
の
特
定
防
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

九

貯
蔵
倉
庫
の
窓
又
は
出
入
口
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
は
、
網
入
ガ
ラ
ス
と
す
る
こ
と
。

十

第
一
類
の
危
険
物
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
金
属
の
過
酸
化
物
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
も
の
、
第
二
類
の
危
険
物
の
う
ち
鉄
粉
、
金
属
粉
若
し
く
は
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
若

し
く
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す
る
も
の
、
第
三
類
の
危
険
物
の
う
ち
第
一
条
の
五
第
五
項
の
水
と
の
反
応
性
試
験
に
お
い
て
同
条
第
六
項
に
定
め
る
性
状
を
示

す
も
の
（
カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
ア
ル
キ
ル
リ
チ
ウ
ム
を
含
む
。
以
下
「
禁
水
性
物
品
」
と
い
う
。
）
又
は
第
四
類
の
危
険
物
の

貯
蔵
倉
庫
の
床
は
、
床
面
に
水
が
浸
入
し
、
又
は
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

十
一

液
状
の
危
険
物
の
貯
蔵
倉
庫
の
床
は
、
危
険
物
が
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
傾
斜
を
付
け
、
か
つ
、
貯
留
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

十
一
の
二

貯
蔵
倉
庫
に
架
台
を
設
け
る
場
合
に
は
、
架
台
の
構
造
及
び
設
備
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二

貯
蔵
倉
庫
に
は
、
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
採
光
、
照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
引
火
点
が
七
十
度
未
満
の
危
険
物

の
貯
蔵
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
内
部
に
滞
留
し
た
可
燃
性
の
蒸
気
を
屋
根
上
に
排
出
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

十
三

電
気
設
備
は
、
前
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
製
造
所
の
電
気
設
備
の
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
四

指
定
数
量
の
十
倍
以
上
の
危
険
物
の
貯
蔵
倉
庫
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
避
雷
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
周
囲
の
状
況
に
よ
つ
て
安
全
上
支
障
が
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
五

第
五
類
の
危
険
物
の
う
ち
セ
ル
ロ
イ
ド
そ
の
他
温
度
の
上
昇
に
よ
り
分
解
し
、
発
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
貯
蔵
倉
庫
は
、
当

該
貯
蔵
倉
庫
内
の
温
度
を
当
該
危
険
物
の
発
火
す
る
温
度
に
達
し
な
い
温
度
に
保
つ
構
造
と
し
、
又
は
通
風
装
置
、
冷
房
装
置
等
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

２

屋
内
貯
蔵
所
の
う
ち
第
二
類
又
は
第
四
類
の
危
険
物
（
引
火
性
固
体
及
び
引
火
点
が
七
十
度
未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
を
除
く
。
）
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

も
の
（
貯
蔵
倉
庫
が
平
家
建
以
外
の
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
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号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

貯
蔵
倉
庫
は
、
各
階
の
床
を
地
盤
面
以
上
に
設
け
る
と
と
も
に
、
床
面
か
ら
上
階
の
床
の
下
面
（
上
階
の
な
い
場
合
に
は
、
軒
）
ま
で
の
高
さ
（
以
下
「
階
高
」
と

い
う
。
）
を
六
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
。

二

一
の
貯
蔵
倉
庫
の
床
面
積
の
合
計
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

三

貯
蔵
倉
庫
は
、
壁
、
柱
、
床
及
び
は
り
を
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
階
段
を
不
燃
材
料
で
造
る
と
と
も
に
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
外
壁
を
出
入
口
以
外
の
開
口
部

を
有
し
な
い
壁
と
す
る
こ
と
。

四

貯
蔵
倉
庫
の
二
階
以
上
の
階
の
床
に
は
、
開
口
部
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
耐
火
構
造
の
壁
又
は
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
階
段
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

３

屋
内
貯
蔵
所
の
う
ち
指
定
数
量
の
倍
数
が
二
十
以
下
の
も
の
（
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

屋
内
貯
蔵
所
は
、
壁
、
柱
、
床
及
び
は
り
が
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
の
一
階
又
は
二
階
の
い
ず
れ
か
一
の
階
に
設
置
す
る
こ
と
。

二

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
は
、
床
を
地
盤
面
以
上
に
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
階
高
を
六
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
。

三

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
は
、
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

四

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
は
、
壁
、
柱
、
床
、
は
り
及
び
屋
根
（
上
階
が
あ
る
場
合
に
は
、
上
階
の
床
）
を
耐
火
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
出
入

口
以
外
の
開
口
部
を
有
し
な
い
厚
さ
七
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
構
造
の
床
又
は
壁
で
当
該
建
築
物

の
他
の
部
分
と
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
の
出
入
口
に
は
、
随
時
開
け
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
の
特
定
防
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
に
は
、
窓
を
設
け
な
い
こ
と
。

七

建
築
物
の
屋
内
貯
蔵
所
の
用
に
供
す
る
部
分
の
換
気
及
び
排
出
の
設
備
に
は
、
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
等
を
設
け
る
こ
と
。

４

指
定
数
量
の
倍
数
が
五
十
以
下
の
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

高
引
火
点
危
険
物
の
み
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

６

有
機
過
酸
化
物
及
び
こ
れ
を
含
有
す
る
も
の
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
危
険
物
又
は
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ア
ル
キ
ル
リ
チ
ウ
ム
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め

る
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
危
険
物
の
性
質
に
応
じ
、
総
務
省
令
で
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る

特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
油
取
扱
所
の
基
準
）
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第
十
七
条

給
油
取
扱
所
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

十
六

給
油
取
扱
所
に
は
、
給
油
又
は
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
た
め
の
総
務
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
設
け
な
い
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
油
取
扱
所
の
係
員
以
外
の
者
が
出
入
す
る
建
築
物
の
部
分
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
床
面
積
の
合
計
は
、
避
難
又
は
防
火
上
支
障

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

十
七
～
二
十
三

（
略
）

２

給
油
取
扱
所
の
う
ち
建
築
物
内
に
設
置
す
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の(

以
下
「
屋
内
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。)

の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
七
号
本
文
、
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

３

次
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
二
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例(

第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
に

限
る
。)

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

飛
行
場
で
航
空
機
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

二

船
舶
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

三

鉄
道
又
は
軌
道
に
よ
つ
て
運
行
す
る
車
両
に
給
油
す
る
給
油
取
扱
所

四
～
六

（
略
）

４

（
略
）

５

顧
客
に
自
ら
自
動
車
等
に
給
油
さ
せ
、
又
は
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の(

第
二
十
七
条
第
六
項

第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
に
お
い
て
「
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
、
前
各
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
消
火
設
備
の
基
準
）

第
二
十
条

消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
、
給
油
取
扱
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
う
ち
、
そ
の
規
模
、
貯
蔵
し
、
又
は
取

り
扱
う
危
険
物
の
品
名
及
び
最
大
数
量
等
に
よ
り
、
火
災
が
発
生
し
た
と
き
著
し
く
消
火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
移
送
取
扱

所
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
対
象
物
に
つ
い
て
同
表
に
お
い
て
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
設
備
の
う
ち
、
第

一
種
、
第
二
種
又
は
第
三
種
の
消
火
設
備
並
び
に
第
四
種
及
び
第
五
種
の
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。
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二

製
造
所
、
屋
内
貯
蔵
所
、
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外
貯
蔵
所
、
給
油
取
扱
所
、
第
二
種
販
売
取
扱
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
う
ち
、
そ
の
規

模
、
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
の
品
名
及
び
最
大
数
量
等
に
よ
り
、
火
災
が
発
生
し
た
と
き
消
火
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
対
象
物
に
つ
い
て
同
表
に
お
い
て
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
設
備
の
う
ち
、
第
四
種

及
び
第
五
種
の
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
製
造
所
等
以
外
の
製
造
所
等
に
あ
つ
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
対
象
物
に
つ
い
て
同
表
に

お
い
て
そ
の
消
火
に
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
消
火
設
備
の
う
ち
、
第
五
種
の
消
火
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
火
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
取
扱
い
の
基
準
）

第
二
十
七
条

法
第
十
条
第
三
項
の
危
険
物
の
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
危
険
物
の
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

給
油
取
扱
所
（
第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
を
除
く
。
）
に
お
け
る
取
扱
い
の
基

準イ

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
は
、
固
定
給
油
設
備
を
使
用
し
て
直
接
給
油
す
る
こ
と
。

ロ

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
は
、
自
動
車
等
の
原
動
機
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

ハ

自
動
車
等
の
一
部
又
は
全
部
が
給
油
空
地
か
ら
は
み
出
た
ま
ま
で
給
油
し
な
い
こ
と
。

ニ

固
定
注
油
設
備
か
ら
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
す
る
と
き
は
、
容
器
又
は
車
両
の
一
部
若
し
く
は
全

部
が
注
油
空
地
か
ら
は
み
出
た
ま
ま
で
灯
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
、
又
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
し
な
い
こ
と
。

ホ

移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
専
用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
の
注
入
口

の
付
近
に
停
車
さ
せ
る
こ
と
。

ヘ

給
油
取
扱
所
に
専
用
タ
ン
ク
又
は
簡
易
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
当
該
タ
ン
ク
に
接
続
す
る
固
定
給
油
設

備
又
は
固
定
注
油
設
備
の
使
用
を
中
止
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
等
を
当
該
タ
ン
ク
の
注
入
口
に
近
づ
け
な
い
こ
と
。

ト

固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
は
、
当
該
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
又
は
簡
易
タ
ン
ク
の
配
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ

て
、
危
険
物
を
注
入
し
な
い
こ
と
。

チ

自
動
車
等
に
給
油
す
る
と
き
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
固
定
給
油
設
備
又
は
専
用
タ
ン
ク
の
注
入
口
若
し
く
は
通
気
管
の
周
囲
で
総
務
省
令
で
定

め
る
部
分
に
お
い
て
は
、
他
の
自
動
車
等
が
駐
車
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
等
の
点
検
若
し
く
は
整
備
又
は
洗
浄
を
行
わ
な
い
こ
と
。
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リ

第
十
七
条
第
二
項
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
空
地
に
は
、
自
動
車
等
が
駐
車
又
は
停
車
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
避
難
上
支
障
と
な
る
物
件
を
置

か
な
い
こ
と
。

ヌ

第
十
七
条
第
二
項
第
九
号
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
屋
内
給
油
取
扱
所
に
お
い
て
専
用
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
可
燃
性
の
蒸
気
の
放
出
を
防
止
す

る
た
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

ル

自
動
車
等
の
洗
浄
を
行
う
場
合
は
、
引
火
点
を
有
す
る
液
体
の
洗
剤
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

ヲ

物
品
の
販
売
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
十
七
条
第
一
項
第
十
七
号
の
建
築
物
（
屋
内
給
油
取
扱
所
に
あ
つ

て
は
、
建
築
物
の
屋
内
給
油
取
扱
所
の
用
に
供
す
る
部
分
）
の
一
階
（
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
の
み
で
行
う
こ
と
。

ワ

給
油
の
業
務
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
係
員
以
外
の
者
を
出
入
さ
せ
な
い
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

カ

顧
客
に
自
ら
自
動
車
等
に
給
油
さ
せ
、
又
は
灯
油
若
し
く
は
軽
油
を
容
器
に
詰
め
替
え
さ
せ
、
若
し
く
は
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
注
入
さ
せ
な
い
こ
と
。

一
の
二

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
前
号
（
イ
、
ハ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る

ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一
の
三

顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
第
一
号
（
カ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

７

（
略
）

別
表
第
五
（
第
二
十
条
関
係
）

消
火
設
備
の
区
分

対
象
物
の
区
分

建
築
物

電
気

第
一
類
の
危
険
物

第
二
類
の
危
険
物

第
三
類
の
危
険
物

第
四
類

第
五
類

第
六
類

そ
の
他

設
備

の
危
険

の
危
険

の
危
険

の
工
作

ア
ル
カ
リ
金

そ
の
他

鉄
粉
、
金
属
粉
若

引
火

そ
の
他

禁
水
性

そ
の
他
の

物

物

物

物

属
の
過
酸
化

の
第
一

し
く
は
マ
グ
ネ
シ

性
固

の
第
二

物
品

第
三
類
の

物
又
は
こ
れ

類
の
危

ウ
ム
又
は
こ
れ
ら

体

類
の
危

危
険
物

を
含
有
す
る

険
物

の
い
ず
れ
か
を
含

険
物

も
の

有
す
る
も
の
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屋
内
消
火
栓
設
備
又
は
屋
外
消

○

○

○

○

○

○

○

第
一
種

火
栓
設
備

第
二
種

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

○

○

○

○

○

○

○

水
蒸
気
消
火
設
備
又
は
水
噴
霧

○

○

○

○

○

○

○

○

○

消
火
設
備

泡
消
火
設
備

○

○

○

○

○

○

○

○

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

○

○

○

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備

○

○

○

第
三
種

粉
末
消

り
ん
酸
塩
類
等
を

○

○

○

○

○

○

○

火
設
備

使
用
す
る
も
の

炭
酸
水
素
塩
類
等

○

○

○

○

○

○

を
使
用
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

○

○

○

棒
状
の
水
を
放
射
す
る
消
火
器

○

○

○

○

○

○

○

霧
状
の
水
を
放
射
す
る
消
火
器

○

○

○

○

○

○

○

○

棒
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消

○

○

○

○

○

○

○
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火
器

霧
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消

○

○

○

○

○

○

○

○

○

火
器

第

四

種

泡
を
放
射
す
る
消
火
器

○

○

○

○

○

○

○

○

又

は

第

五
種

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
消
火

○

○

○

器ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
を
放
射
す
る
消

○

○

○

○

○

○

○

火
器

消
火
粉

り
ん
酸
塩
類
等
を

○

○

○

○

○

○

末
を
放

使
用
す
る
も
の

射
す
る

消
火
器

炭
酸
水
素
塩
類
等

○

○

○

○

を
使
用
す
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

○

○

○

水
バ
ケ
ツ
又
は
水
槽

○

○

○

○

○

○

○

第
五
種

乾
燥
砂

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

膨
張
ひ
る
石
又
は
膨
張
真
珠
岩

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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備
考一

〇
印
は
、
対
象
物
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
、
電
気
設
備
及
び
第
一
類
か
ら
第
六
類
ま
で
の
危
険
物
に
、
当
該
各
項
に
掲
げ
る
第
一
種
か
ら

第
五
種
ま
で
の
消
火
設
備
が
そ
れ
ぞ
れ
適
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

二

消
火
器
は
、
第
四
種
の
消
火
設
備
に
つ
い
て
は
大
型
の
も
の
を
い
い
、
第
五
種
の
消
火
設
備
に
つ
い
て
は
小
型
の
も
の
を
い
う
。

三

り
ん
酸
塩
類
等
と
は
、
り
ん
酸
塩
類
、
硫
酸
塩
類
そ
の
他
防
炎
性
を
有
す
る
薬
剤
を
い
う
。

四

炭
酸
水
素
塩
類
等
と
は
、
炭
酸
水
素
塩
類
及
び
炭
酸
水
素
塩
類
と
尿
素
と
の
反
応
生
成
物
を
い
う
。
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